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著作隣接権 

第１４回 

杉山 務 

著作物を国民に伝えることにより
更によい著作物を創作するインセ
ンティブを与え，文化の発展に寄
与する 

平成２８年１月１９日 

うた（歌・唄）の著作権 

うたの構成 

詩 作詞 作詩家 著作権 

曲 作曲 作曲家 著作権 
編曲  編曲家  著作隣接権 

演奏 楽器演奏・指揮 著作隣接権 

歌唱 歌手   著作隣接権 
 ※ それぞれに、著作者人格権（特に同一性保持権） 

ＣＤ製作・販売 インターネット配信 

うたの利用 

ＣＤ購入、カラオケ、着メロ 

ＢＧＭ：店舗、映画、有線放送 

発表会、放送、映像の挿入歌 
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・著作権（創作と同時に自動的に権利が発生） 

著作権は、 
「音楽や小説、絵画などの著作物に関し、著作

者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に
寄与すること」を目的 

知的創作物についての権利 

絵画 彫刻 音楽 小説 

・著作物を一般公衆に伝達する役割 

仲介者：出版社 実演家 映画製作者 

レコード製作者 放送事業者 興
行者 

既存の著作物を利用する者 

  著作物を創作する者ではない 

 だから「著作隣接権」 

著作物についての権利 
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著作物の種類 

 著作物の例示 

  一  小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 

  二  音楽の著作物  

  三  舞踊又は無言劇の著作物  

  四  絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物  

  五  建築の著作物  

  六  地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型 

 その他の図形の著作物 

  七  映画の著作物  

  八  写真の著作物  

  九  プログラムの著作物  

１０条 

複製権 
上演権 

演奏権 

上映権 

著作 

隣接権 

公衆 

送信権 

公の 

伝達権 

口述権 展示権 

頒布権 

貸与権 

譲渡権 

二次的著作物
の創作権 

二次的著作物
の利用権 

著作権 

著作者・ 

著作権者 

著作者人格権 
公表権・氏名表示
権・同一性保持権 

伝達する者 
各権利を 

支分権 
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著作隣接権 

実演家 

レコード製作者 

放送事業者 

有線放送事業者 

・実演を行う者（俳優、舞踊家、歌手）、実演を
指揮する者、実演を演出する者 

・音を最初に固定した者 

・放送を業として行う者 

・有線放送を業として行う者 

（８９条１項） 

（８９条２項） 

（８９条３項） 

（８９条４項） 

☆ 

著作物などを人に伝達した者に与えられる権利 

著作隣接権とは，実演家人格権，報酬及び二次使用料を受ける権利以外 89条⑥ 

 著作隣接権 実演 

氏名表示権 

同一性保持権 

録音権 

録画権 

放送権 

有線放送権 

送信可能化権 

譲渡権 

貸与権（1年） 

・商業用レコードの二次使用料請求権 
（放送，有線放送，その他の営業） 

・期間経過商業用レコードの貸与に関する報
酬請求権（ﾚｺｰﾄﾞ発売後２年目～５０年目） 
・私的録音録画補償金請求権 

実演家の権利 
９１条～９５条の３ 

 実演とは、著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗
詠し、又はその他の方法により演ずること ２条１項３号 

☆ 

 実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実
演を指揮し、又は演出する者をいう。 ２条１項３号 

公表権はない その理由は？ 
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ワンチャンス 

主義 

実
演 

録音物作成 

録画物作成 

放送 

映画作成 

有線放送 

放送 

増製物作成 

放送 

有線放送 増製物作成 

有線放送 

有線放送 

録音物作成 

許諾必要 許諾不要 

 実演家の権利 許諾 

91条① 

91条② 

91条② 

91条② 

92条① 

92条① 

92条②1号 

92条②1号ロ 

92条②2号イ 

91条① 

 著作隣接権 レコード 

 レコードとは、 

 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの 

   音を専ら影像と共に再生することを目的とするものを除く 

許諾権 

複製権 

送信可能化権 

譲渡権 

貸与権（ﾚｺｰﾄﾞ発売後１年間） 

放送・有線放送について 

 使用料を請求できる権利 

貸レコードについて使用 

 料を請求できる権利 
 （ﾚｺｰﾄﾞ発売後２年目～５０年目） 

補償請求権 レコード製作者 

の権利 
９６条～９７条の３ 

☆ 

２条１項５号 
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 著作隣接権 レコード 

音楽CD逆輸入禁止 

海外で合法的にライセンス生産された日本の音楽ＣＤが、逆輸入により日本で格
安に販売されるのを防止するために、４年間の輸入禁止期間を設ける 

貸与権（ﾚｺｰﾄﾞ発売後１年間） 貸レコードについて使用 

 料を請求できる権利 
 （ﾚｺｰﾄﾞ発売後２年目～５０年目） 

一般社団法人 日本レコード協会（Recording Industry Association of Japan） 

邦盤  シングル 発売日から最長3日間禁止 

  アルバム 発売日から最長3週間禁止   

洋盤  世界最初の発売日から1年間 

使用料・報酬  

1枚330円 (税別¥2,000～3,999)  

1枚165円 (税別¥1,001～1,999)  

1枚85円 (税別¥1,000以下)  

1枚264円 (邦盤×80％)  

1枚132円 (邦盤×80％)  

1枚68円 (邦盤×80％)  

 著作隣接権 放送 

 放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に
受信されることを目的として行う無線通信の送信 

許諾権 
複製権 

再放送権、有線放送権 

テレビ放送の伝達権 

放送事業者 

の権利 
９８条～１００条 

 有線放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が
同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信 

許諾権 
複製権 

放送権、再有線放送権 

有線テレビ放送の伝達権 
１００条の２～１００条の４ 

有線放送事業者 

の権利 

☆ 

２条１項８号 

２条１項９号の２ 
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・ 東京地裁:【勝訴】「まねきTV」は適法 

 テレビ局側の請求棄却(08/06/20) 

・ 知財高裁:【勝訴】権利侵害していない 

 テレビ局側の請求棄却(08/12/15) 

・ 最高裁：差し戻し侵害と判断 

 テレビ局側敗訴破棄差戻し(11/01/18) 

・ 知財高裁:【敗訴】サービス差し止め，テレビ局の訴え認める
(12/01/31) 

・ 最高裁:【敗訴】上告棄却 知財高裁の判決確定(13/02/14) 

まねきＴＶ 

ＴＶ番組の海外転送サービスは著作権侵害 

永野商店 

ＴＶ番組を専用機器で受信し，インターネット経由で個
人向けに転送するサービス 
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ロクラクⅡ 

・ 東京地裁：「ロクラクⅡ」違法 

 テレビ局側が勝訴(08/03/17) 

・ 知財高裁：著作権は侵害していない 

 地裁判決取消(09/01/17) 

・ 最高裁：差し戻し 

 知財高裁の判決を破棄(11/01/20) 

・ 知財高裁：差止請求，損害賠償請求共に認める(12/01/31) 

・ 最高裁:上告棄却 知財高裁の判決確定(13/02/14) 

日本デジタル家電 

ＴＶ番組をインターネットと利用者所有のレコーダ2台を組み合わ
せ，日本のテレビ番組を海外でも視聴できるようにしたサービス 
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ま と め 

ご清聴 ありがとうございました。 

杉 山  務 


